
経由機関 主管課等 協議機関

経由
日数

処理
日数

協議
日数

労政雇用 1 　雇用管理改善計画の認
定

中小企業における労働力の
確保及び良好な雇用の機会
の創出のための雇用管理の
改善の促進に関する法律（平
成３年法律第57号）第４条第
３項

35 定住推進・雇
用労働室

14 岩手労働局 21

中小企業における労働力の
確保及び良好な雇用の機会
の創出のための雇用管理の
改善の促進に関する法律第
４条第４項

42 定住推進・雇
用労働室

14 厚生労働省 28

労政雇用 2 　雇用管理改善計画の変
更の認定

中小企業における労働力の
確保及び良好な雇用の機会
の創出のための雇用管理の
改善の促進に関する法律第
５条第３項において準用する
第４条第３項

35 定住推進・雇
用労働室

14 岩手労働局 21

中小企業における労働力の
確保及び良好な雇用の機会
の創出のための雇用管理の
改善の促進に関する法律第
５条第３項において準用する
第４条第４項

42 定住推進・雇
用労働室

14 厚生労働省 28

職業能力
開発促進

1 　職業訓練の認定（事業主
等の事業が2以上の広域
振興局の所管区域にわた
る場合に限る。）

職業能力開発促進法（昭和
44年法律第64号）第24条第１
項

7 定住推進・雇
用労働室

7

職業能力
開発促進

2 　職業訓練の認定（事業主
等の事業が2以上の広域
振興局の所管区域にわた
る場合を除く。）

職業能力開発促進法第24条
第１項

10 広域振興局経
営企画部地域
振興センター

3 広域振興局
経営企画部

7

職業能力
開発促進

3 　指導員訓練の認定（事業
主等の事業が2以上の広
域振興局の所管区域にわ
たる場合に限る。）

職業能力開発促進法第27条
の２第２項において準用する
第24条第１項

7 定住推進・雇
用労働室

7

職業能力
開発促進

4 　指導員訓練の認定（事業
主等の事業が2以上の広
域振興局の所管区域にわ
たる場合を除く。）

職業能力開発促進法第27条
の２第２項において準用する
第24条第１項

10 広域振興局経
営企画部地域
振興センター

3 広域振興局
経営企画部

7

職業能力
開発促進

5 　職業訓練指導員の免許 職業能力開発促進法第28条
第３項

7 定住推進・雇
用労働室

7

職業能力
開発促進

6 　指導員試験（試験以外に
より判断する場合）

職業能力開発促進法第30条
第５項

15 定住推進・雇
用労働室

15

職業能力
開発促進

7 　職業訓練法人の設立の
認可

職業能力開発法促進法第36
条

15 定住推進・雇
用労働室

15

18 広域振興局経
営企画部地域
振興センター

3 広域振興局
経営企画部

15

職業能力
開発促進

8 　職業訓練法人の定款又
は寄附行為の変更の認可
（事業主等の事業が２以上
の広域振興局の所管区域
にわたる場合に限る。）

職業能力開発促進法第39条
第１項

7 定住推進・雇
用労働室

7

職業能力
開発促進

9 　職業訓練法人の定款又
は寄附行為の変更の認可
（事業主等の事業が２以上
の広域振興局の所管区域
にわたる場合を除く。）

職業能力開発促進法第39条
第１項

10 広域振興局経
営企画部地域
振興センター

3 広域振興局
経営企画部

7

職業能力
開発促進

10 　職業訓練法人の解散の
認可

職業能力開発促進法第40条
第２項

15 定住推進・雇
用労働室

15

18 広域振興局経
営企画部地域
振興センター

3 広域振興局
経営企画部

15

許認可等標準処理日数一覧表（商工労働観光部）

区　　　分 事務の名称 法　　　令
標準処
理日数
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経由機関 主管課等 協議機関

経由
日数

処理
日数

協議
日数

許認可等標準処理日数一覧表（商工労働観光部）

区　　　分 事務の名称 法　　　令
標準処
理日数

職業能力
開発促進

11 　社団である職業訓練法
人の残余財産帰属の認可

職業能力開発促進法第42条
第２項

15 定住推進・雇
用労働室

15

職業能力
開発促進

12 　財団である職業訓練法
人の残余財産帰属の認可

職業能力開発促進法第42条
第３項

15 定住推進・雇
用労働室

15

職業能力
開発促進

13 　技能検定合格証書の交
付

職業能力開発促進法第49条 30 定住推進・雇
用労働室

30

職業能力
開発促進

14 　県職業能力開発協会の
認可

職業能力開発促進法第90条
において準用する第61条

15 定住推進・雇
用労働室

15

職業能力
開発促進

15 　県職業能力開発協会の
定款変更の認可

職業能力開発促進法第90条
において準用する第62条第２
項

7 定住推進・雇
用労働室

7

職業能力
開発促進

16 　県職業能力開発協会の
役員選任の認可

職業能力開発促進法第90条
において準用する第64条第２
項

7 定住推進・雇
用労働室

7

職業能力
開発促進

17 　県職業能力開発協会の
解散の認可

職業能力開発促進法第90条
において準用する第70条第２
項

15 定住推進・雇
用労働室

15

職業能力
開発促進

18 　県職業能力開発協会財
産処分の認可

職業能力開発促進法第90条
において準用する第72条第１
項

15 定住推進・雇
用労働室

15

職業能力
開発促進

19 　事業主等による職業訓練
施設の設置の承認（事業
主等の事業が2以上の広
域振興局の所管区域にわ
たる場合に限る。）

職業能力開発促進法施行規
則（昭和44年労働省令第24
号）第35条第１項

15 定住推進・雇
用労働室

15

職業能力
開発促進

20 　事業主等による職業訓練
施設の設置の承認（事業
主等の事業が2以上の広
域振興局の所管区域にわ
たる場合を除く。）

職業能力開発促進法施行規
則第35条第１項

18 広域振興局経
営企画部地域
振興センター

3 広域振興局
経営企画部

15

職業能力
開発促進

21 　認定職業訓練校技能照
査合格証書証明

職業能力開発促進法施行規
則第35条の３第２項

30 定住推進・雇
用労働室

30

職業能力
開発促進

22 　職業訓練指導員の免許
証の再交付

職業能力開発促進法施行規
則第42条

7 定住推進・雇
用労働室

7

職業能力
開発促進

23 　技能検定合格証書の再
交付

職業能力開発促進法施行規
則第69条第１項

10 定住推進・雇
用労働室

10

金融機関 1 　貸金業の登録 貸金業法（昭和58年法律第
32号）第３条第１項

63 日本貸金業協
会岩手県支部
（日本貸金業
協会に加入し
ている場合に
限る。）

3 経営支援課 60

金融機関 2 　貸金業の登録の更新 貸金業法第３条第２項 63 日本貸金業協
会岩手県支部
（日本貸金業
協会に加入し
ている場合に
限る。）

3 経営支援課 60

中小企業 1 　協業組合の事業の転換
の認可

中小企業団体の組織に関す
る法律（昭和32年法律第185
号）第５条の７第２項

15 広域振興局
経営企画部
又は経営企
画部地域振
興センター

15

中小企業 2 　協業組合の設立の認可 中小企業団体の組織に関す
る法律第５条の17第１項

15 広域振興局
経営企画部
又は経営企
画部地域振
興センター

15

中小企業 3 　協業組合の組合員による
総会招集の承認

中小企業団体の組織に関す
る法律第５条の23第３項にお
いて準用する中小企業等協
同組合法第48条（昭和24年
法律第181号）

7 広域振興局
経営企画部
又は経営企
画部地域振
興センター

7
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経由機関 主管課等 協議機関

経由
日数

処理
日数

協議
日数

許認可等標準処理日数一覧表（商工労働観光部）

区　　　分 事務の名称 法　　　令
標準処
理日数

中小企業 4 　協業組合の定款の変更
の認可

中小企業団体の組織に関す
る法律第５条の23第３項にお
いて準用する中小企業等協
同組合法第51条第２項

7 広域振興局
経営企画部
又は経営企
画部地域振
興センター

7

中小企業 5 　協業組合の合併の認可 中小企業団体の組織に関す
る法律第５条の23第４項にお
いて準用する中小企業等協
同組合法第66条第１項

15 経営支援課 15

中小企業 6 　商工組合の特別の地区
の承認

中小企業団体の組織に関す
る法律第９条

20 経営支援課 10 東北経済産
業局

10

中小企業 7 　商工組合及び商工組合
連合会の設立の認可

中小企業団体の組織に関す
る法律第42条第１項

25 経営支援課 15 東北経済産
業局

10

中小企業 8 　商工組合連合会の組合
員による総会招集の承認

中小企業団体の組織に関す
る法律第47条第２項において
準用する中小企業等協同組
合法第48条

7 経営支援課 7

中小企業 9 　商工組合の定款の変更
の認可

中小企業団体の組織に関す
る法律第47条第２項において
準用する中小企業等協同組
合法第51条第２項

17 経営支援課 7 東北経済産
業局

10

中小企業 10 　商工組合及び商工組合
連合会の合併の認可

中小企業団体の組織に関す
る法律第47条第３項において
準用する中小企業等協同組
合法第66条第１項

25 経営支援課 15 東北経済産
業局

10

中小企業 11 　協業組合への組織変更
の認可

中小企業団体の組織に関す
る法律第95条第４項

25 経営支援課 15 東北経済産
業局

10

中小企業 12 　事業協業組合への組織
変更の認可

中小企業団体の組織に関す
る法律第96条第５項

25 経営支援課 15 東北経済産
業局

10

中小企業 13 　商工組合への組織変更
の認可

中小企業団体の組織に関す
る法律第97条第２項において
準用する第96条第５項

25 経営支援課 15 東北経済産
業局

10

中小企業 14 　中小企業等協同組合の
設立の認可

中小企業等協同組合法第27
条の２第１項

15 広域振興局
経営企画部
又は経営企
画部地域振
興センター

15 　

中小企業 15 　火災共済協同組合の設
立の認可

中小企業等協同組合法第27
条の２第１項

30 経営支援課 30

中小企業 16 　中小企業等協同組合の
組合員による役員の改選
に係る総会の招集の承認

中小企業等協同組合法第42
条第８項において準用する第
48条

7 広域振興局
経営企画部
又は経営企
画部地域振
興センター

7

中小企業 17 　中小企業等協同組合の
組合員による総会の招集
の承認

中小企業等協同組合法第48
条

7 広域振興局
経営企画部
又は経営企
画部地域振
興センター

7

中小企業 18 　火災共済協同組合の組
合員による総会の招集の
承認

中小企業等協同組合法第48
条

7 経営支援課 7

中小企業 19 　中小企業等協同組合の
定款の変更の認可

中小企業等協同組合法第51
条第２項

7 広域振興局
経営企画部
又は経営企
画部地域振
興センター

7

中小企業 20 　火災共済協同組合の定
款変更の認可

中小企業等協同組合法第51
条第２項

30 経営支援課 30

中小企業 21 　火災共済協同組合の事
業方法書等の変更の認可

中小企業等協同組合法第57
条の２

30 経営支援課 30

中小企業 22 　火災共済協同組合の解
散議決の認可

中小企業等協同組合法第62
条第４項

30 経営支援課 30
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経由機関 主管課等 協議機関

経由
日数

処理
日数

協議
日数

許認可等標準処理日数一覧表（商工労働観光部）

区　　　分 事務の名称 法　　　令
標準処
理日数

中小企業 23 　中小企業等協同組合の
合併の認可

中小企業等協同組合法第66
条第１項

15 経営支援課 15

中小企業 24 　中小企業団体中央会の
設立の認可

中小企業等協同組合法第82
条の２

15 経営支援課 15

中小企業 25 　中小企業団体中央会の
会員による総会招集の承
認

中小企業等協同組合法第82
条の10第４項において準用
する第48条

7 経営支援課 7

中小企業 26 　中小企業団体中央会の
定款の変更の認可

中小企業等協同組合法第82
条の10第４項において準用
する第51条第２項

7 経営支援課 7

中小企業 27 　流通業務総合効率化事
業計画の認定（特定流通
業務施設の整備を伴う場
合。）

流通業務の総合化及び効率
化の促進に関する法律（平成
17年法律第85号）第４条第１
項

60 産業経済交
流課

60

中小企業 28 　流通業務総合効率化事
業計画の認定（特定流通
業務施設の整備を伴う場
合を除く。）

流通業務の総合化及び効率
化の促進に関する法律第４
条第１項

30 産業経済交
流課

30

中小企業 29 　流通業務総合効率化事
業計画の変更の認定（特
定流通業務施設の整備を
伴う場合。）

流通業務の総合化及び効率
化の促進に関する法律第５
条第１項

60 産業経済交
流課

60

中小企業 30 　流通業務総合効率化事
業計画の変更の認定（特
定流通業務施設の整備を
伴う場合を除く。）

流通業務の総合化及び効率
化の促進に関する法律第５
条第１項

30 産業経済交
流課

30

中小企業 31 　信用保証協会の業務方
法書の変更の認可

信用保証協会法（昭和28年
法律第196号）第33条

21 経営支援課 21

中小企業 32 　経営革新計画の承認 中小企業等経営強化法（平
成11年法律第18号）第14条
第１項

45 広域振興局
経営企画部

45

中小企業 33 　経営革新計画の変更承
認

中小企業等経営強化法（平
成11年法律第18号）第15条
第１項

45 広域振興局
経営企画部

45

中小企業 34 　中小企業者の認定 中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律（平
成20年法律第33号）第12条
第１項

60 経営支援課 60

中小企業 35 　報告の確認 中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律施
行規則第12条第37項

60 経営支援課 60

中小企業 36 　経営承継贈与者の相続
の確認

中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律施
行規則第13条第１項

60 経営支援課 60

中小企業 37 　先代事業者の相続の確
認

中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律施
行規則第13条第６項

60 経営支援課 60

中小企業 38 　先代事業者の相続の確
認

中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律施
行規則第13条第９項

60 経営支援課 60

中小企業 39 　災害等により被害を受け
た中小企業者の確認

中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律施
行規則第13条の２第１項

30 経営支援課 30

中小企業 40 　指導及び助言に係る確
認

中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律施
行規則第17条第１項

30 経営支援課 30

中小企業 41 　変更の確認 中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律施
行規則第18条第１項

30 経営支援課 30

中小企業 42 　変更の確認 中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律施
行規則第18条第２項

30 経営支援課 30
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経由機関 主管課等 協議機関

経由
日数

処理
日数

協議
日数

許認可等標準処理日数一覧表（商工労働観光部）

区　　　分 事務の名称 法　　　令
標準処
理日数

中小企業 43 　変更の確認 中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律施
行規則第18条第３項

30 経営支援課 30

中小企業 44 　変更の確認 中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律施
行規則第18条第４項

30 経営支援課 30

中小企業 45 　変更の確認 中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律施
行規則第18条第７項

30 経営支援課 30

中小企業 46 　変更の確認 中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律施
行規則第18条第８項

30 経営支援課 30

中小企業 47 有効期間中の従業員数の
平均が８割を下回った理由
の確認

中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律施
行規則第20条第１項

30 経営支援課 30

中小企業 48 有効期間中の従業員数の
平均が８割を下回った理由
の確認

中小企業における経営の承
継の円滑化に関する法律施
行規則第20条第２項

30 経営支援課 30

計量 1 　特定計量器の検定 計量法（平成４年法律第51
号）第16条第１項

10 商工企画室 10

計量 2 　車両等装置計量器の装
置検査

計量法第16条第３項 10 商工企画室 10

計量 3 　基準器検査 計量法第102条第１項 10 商工企画室 10
計量 4 　計量証明の事業の登録 計量法第107条 7 商工企画室 7
計量 5 　計量証明検査 計量法第116条第１項 2 商工企画室 2
計量 6 　適正計量管理事業所の

指定
計量法第127条第１項 9 盛岡市（盛岡

市において指
定を受けようと
する場合に限
る。）

2 商工企画室 7

計量 7 　計量証明の事業の登録
証の訂正

計量法施行規則（平成５年通
商産業省令第69号）第45条
第１項

3 商工企画室 3

計量 8 　計量証明の事業の登録
証の再交付

計量法施行規則第46条第１
項

3 商工企画室 3

商工行政
組織通則

1 　特定商工業者の該当基
準引上げの許可

商工会議所法（昭和28年法
律第143号）第７条第２項第１
号

10 広域振興局
経営企画部
又は経営企
画部地域振
興センター

10

商工行政
組織通則

2 　特定商工業者の該当基
準引上げの許可

商工会議所法第７条第２項
第２号

10 広域振興局
経営企画部
又は経営企
画部地域振
興センター

10

商工行政
組織通則

3 　法定台帳の作成期間の
延長の許可

商工会議所法第10条第２項 10 広域振興局
経営企画部
又は経営企
画部地域振
興センター

10

商工行政
組織通則

4 　特定商工業者の負担金
の賦課の許可

商工会議所法第12条第１項 10 広域振興局
経営企画部
又は経営企
画部地域振
興センター

10

商工行政
組織通則

5 　商工会議所の定款変更
の認可

商工会議所法第46条第２項 15 広域振興局
経営企画部
又は経営企
画部地域振
興センター

15

商工行政
組織通則

6 　商工会の設立認可 商工会法（昭和35年法律第
89号）第23条第１項

15 経営支援課 15
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経由機関 主管課等 協議機関

経由
日数

処理
日数

協議
日数

許認可等標準処理日数一覧表（商工労働観光部）

区　　　分 事務の名称 法　　　令
標準処
理日数

商工行政
組織通則

7 　商工会の総会の招集の
承認

商工会法第42条第５項 7 広域振興局
経営企画部
又は経営企
画部地域振
興センター

7

商工行政
組織通則

8 　商工会定款変更の認可 商工会法第44条第２項 7 広域振興局
経営企画部
又は経営企
画部地域振
興センター

7

商工行政
組織通則

9 　商工会の総代会の招集
の承認

商工会法第48条第５項にお
いて準用する第42条第５項

7 広域振興局
経営企画部
又は経営企
画部地域振
興センター

7

商工行政
組織通則

10 　商工会の合併の認可 商工会法第52条の２第２項 25 経営支援課 15 市町村 10

商工行政
組織通則

11 　商工会の財産処分の方
法の認可

商工会法第54条第１項 15 広域振興局
経営企画部
又は経営企
画部地域振
興センター

15

商工行政
組織通則

12 　商工会の財産処分の方
法の認可

商工会法第54条第２項 15 広域振興局
経営企画部
又は経営企
画部地域振
興センター

15

商工行政
組織通則

13 　商工会連合会の設立の
認可

商工会法第55条の15におい
て準用する第23条第１項

15 経営支援課 15

商工行政
組織通則

14 　商工会連合会の総会の
招集の承認

商工会法第58条第４項にお
いて準用する第42条第５項

7 経営支援課 7

商工行政
組織通則

15 　商工会連合会の定款変
更の認可

商工会法第58条第４項にお
いて準用する第44条第２項

7 経営支援課 7

商工行政
組織通則

16 　商工会連合会の財産処
分の方法の認可

商工会法第58条第６項にお
いて準用する第54条第１項

15 経営支援課 15

商工行政
組織通則

17 　商工会連合会の財産処
分の方法の認可

商工会法第58条第６項にお
いて準用する第54条第２項

15 経営支援課 15

商工行政
組織通則

18 　事業継続力強化支援計
画の認定

商工会及び商工会議所によ
る小規模事業者の支援に関
する法律（平成５年法律第51
号）第５条第１項

30 経営支援課 30

商工行政
組織通則

19 　事業継続力強化支援計
画の変更認定

商工会及び商工会議所によ
る小規模事業者の支援に関
する法律第６条第１項

30 経営支援課 30

商業 1 　商店街整備計画の認定 中小小売商業振興法（昭和
48年法律第101号）第４条第
１項

30 広域振興局
経営企画部

30

商業 2 　店舗集団化計画の認定 中小小売商業振興法第４条
第２項

30 広域振興局
経営企画部

30

商業 3 　共同店舗等整備計画の
認定

中小小売商業振興法第４条
第３項

30 広域振興局
経営企画部

30

商業 4 　商店街整備等支援計画
の認定

中小小売商業振興法第４条
第６項

30 広域振興局
経営企画部

30

商業 5 　認定計画の変更の認定 中小小売商業振興法施行令
（昭和48年政令第286号）第９
条１項

30 広域振興局
経営企画部

30

商業 6 　商店街振興組合の設立
の認可(組合にあっては市
の区域を越えるもの及び
連合会にあっては市の区
域を越え、かつ、県の区域
を越えないもの)

商店街振興組合法(昭和37
年法律第141号)第36条第１
項

15 経営支援課 15
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経由機関 主管課等 協議機関

経由
日数

処理
日数

協議
日数

許認可等標準処理日数一覧表（商工労働観光部）

区　　　分 事務の名称 法　　　令
標準処
理日数

商業 7 　商店街振興組合の組合
員による役員改選総会招
集の承認(組合にあっては
市の区域を越えるもの及
び連合会にあっては市の
区域を越え、かつ、県の区
域を越えないもの)

商店街振興組合法第55条第
５項において準用する第59条

7 経営支援課 7

商業 8 　商店街振興組合の組合
員による臨時総会の招集
の承認(組合にあっては市
の区域を越えるもの及び
連合会にあっては市の区
域を越え、かつ、県の区域
を越えないもの)

商店街振興組合法第59条 7 経営支援課 7

商業 9 　商店街振興組合の定款
の変更の認可(組合にあっ
ては市の区域を越えるもの
及び連合会にあっては市
の区域を越え、かつ、県の
区域を越えないもの)

商店街振興組合法第62条第
２項

7 経営支援課 7

商業 10 　商店街振興組合の合併
の認可(組合にあっては市
の区域を越えるもの及び
連合会にあっては市の区
域を越え、かつ、県の区域
を越えないもの)

商店街振興組合法第73条第
３項

15 経営支援課 15

工業 1 　伝統的工芸品産業に関
する振興計画の認定

伝統的工芸品産業の振興に
関する法律(昭和49年法律第
57号)第４条第１項

45 産業経済交
流課

20 経済産業局 25

工業 2 　伝統的工芸品産業に関
する振興計画の変更の認
定

伝統的工芸品産業の振興に
関する法律第５条第１項

28 産業経済交
流課

10 経済産業局 18

観光 1 　旅行業又は旅行業者代
理業の登録

旅行業法（昭和27年法律第
239号）第３条

20 観光・プロ
モーション室

20

観光 2 　有効期間の更新の登録 旅行業法第６条の３第１項 15 観光・プロ
モーション室

15

3 旅行業の業務の範囲に関
する変更

旅行業法第６条の４第１項 15 観光・プロ
モーション室

15

観光 4 　旅行業約款の認可 旅行業法第12条の２第１項
前段

7 観光・プロ
モーション室

7

観光 5 　旅行業約款の変更の認
可

旅行業法第12条の２第１項
後段

7 観光・プロ
モーション室

7

観光 6 　旅行サービス手配業の
登録

旅行業法第23条 20 観光・プロ
モーション室

20

観光 7 　全国通訳案内士の登録 通訳案内士法（昭和24年法
律第210号）第18条

15 観光・プロ
モーション室

15

観光 8 　登録事項の変更 通訳案内士法第23条第２項 7 観光・プロ
モーション室

7

観光 9 　登録証の再交付 通訳案内士法第24条 7 観光・プロ
モーション室

7

観光 10 　地域通訳案内士の登録 通訳案内士法第57条におい
て読み替えて準用する同法
第18条

15 観光・プロ
モーション室

15

観光 11 　地域通訳案内士の登録
事項の変更

通訳案内士法第57条におい
て準用する同法第23条第２
項

7 観光・プロ
モーション室

7
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経由機関 主管課等 協議機関

経由
日数

処理
日数

協議
日数

許認可等標準処理日数一覧表（商工労働観光部）

区　　　分 事務の名称 法　　　令
標準処
理日数

観光 12 　地域通訳案内士の登録
証の再交付

通訳案内士法第57条におい
て準用する同法第24条

7 観光・プロ
モーション室

7

備考１　「経由日数」とは、経由機関の事務所に申請書等が到達した日から起算し、主管課等の事務所に到達する前日までの日数をいう。
　　　２　「処理日数」とは、主管課等の事務所に申請書等が到達した日から起算し、当該申請に係る許可認可等の文書を発送するまでの日数をい
う。ただし、協議機関の協議日数を除く。
　　　３　「協議日数」とは、協議機関の事務所に協議書等が到達した日から起算し、主管課等の事務所に当該協議書に対する回答書が到達する
までの日数をいう。
 　　 ４　標準処理日数欄に「法令」と表示されている日数の期間については、同じ項の法令欄に掲げる法令に定める算定方法によるものである。
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